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議案第８３号 

 

日出町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に 

ついて 

 

日出町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

 

   令和 ２ 年１２月２２日 提 出 

 

                 日出町長  本  田  博  文 

 

 

 

日出町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正 

する条例 

 

日出町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３２年日出町条

例第１１号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

１９ 町長及び副町長の令和３年１月支給分の給料支給額は、第４条の規定に

かかわらず、同条に規定する額から、町長にあっては当該額に１００分の１

５を、副町長にあっては当該額に１００分の９を乗じて得た額をそれぞれ減

じて得た額とする。この場合において、附則第１７項の規定は、適用しない。 

 

   附  則 

 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 
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理  由 

 令和３年１月における町長及び副町長の給料支給額を減額したいので提出す

る。 


